
申申し込み　問問い合わせ

県
の
優
良
県
産
品
と
し
て
Ｐ
Ｒ
を

　

群
馬
県
優
良
県
産
品
を
募
集
。
優

良
な
県
産
品
と
し
て
推
奨
し
、
全
国

へ
紹
介
し
ま
す
。
推
奨
さ
れ
る
と
推

奨
品
シ
ー
ル
が
貼
付
さ
れ
ま
す
。
推

奨
期
間
は
来
年
４
月
か
ら
令
和
４
年

３
月
ま
で
。
対
象
は
、
県
内
に
事
業

の
本
拠
地
を
持
つ
製
造
者
が
生
産
・

主
加
工
し
た
加
工
食
品
や
民
・
工
芸

品
な
ど
で
、
一
般
的
に
販
売
さ
れ
る

も
の
で
す
。
審
査
基
準
な
ど
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

既
に
推
奨
決
定
を
受
け
て
い
る
商
品

も
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

申
込
書
の
配
布
＝
県
庁
内
観
光
物
産

課
で
。
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
７
月
31
日
㈬
ま
で
に
申
込
書
に
記

入
し
関
係
書
類
を
添
付
し
て
、K' 

BIX

元
気
21
ま
え
ば
し
内
観
光
振
興

課
（
☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
８

９
）
へ
直
接

顧
客
開
拓
術
を
人
気
セ
ミ
ナ
ー
で

　

マ
イ
ン
ズ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
代

表
取
締
役
の
稲
田
裕
司
さ
ん
を
講
師

に
、
中
小
企
業
大
学
校
サ
テ
ラ
イ
ト
・

ゼ
ミ
「
実
践
的
新
規
顧
客
開
拓
の
進

め
方
‐
こ
こ
が
間
違
っ
て
い
る
！
貴

社
の
新
規
開
拓
」
を
開
催
。
詳
し
く

は
中
小
企
業
大
学
校
東
京
校

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

日
時
＝
９
月
３
日
㈫
・
12
日
㈭
・
27

日
㈮
、
９
時
30
分
〜
16
時
30
分

会
場
＝
前
橋
商
工
会
議
所
（
日
吉
町

一
丁
目
）

対
象
＝
中
小
企
業
の
経
営
幹
部
・
管

理
者
な
ど
、
先
着
15
人

費
用
＝
２
万
８
，
０
０
０
円

申
８
月
27
日
㈫
ま
で
に
同
校

☎
０
４
２
‐
５
６
５
‐
１
２
０
７
へ

仕
事
と
の
両
立
を
支
援
し
ま
す

　

仕
事
と
育
児
・
介
護
の
両
立
を
支

援
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
。
育
児
・

介
護
プ
ラ
ン
ナ
ー
が
、
育
休
復
帰
と

介
護
支
援
プ
ラ
ン
の
活
用
方
法
や
助

成
金
の
案
内
な
ど
を
し
ま
す
。
セ
ミ

ナ
ー
終
了
後
に
は
、
個
別
相
談
も
で

き
ま
す
。

日
時
＝
８
月
７
日
㈬
13
時
30
分
〜
15

時
40
分

会
場
＝K'BIX

元
気
21
ま
え
ば
し
（
前

橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
）

対
象
＝
県
内
企
業
の
経
営
者
や
人
事

労
務
担
当
者
な
ど
、
先
着
30
人

申
産
業
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
５
へ

バ
ス
路
線
マ
ッ
プ
の
広
告
募
集

　

前
橋
バ
ス
路
線
Ｍ
Ａ
Ｐ
の
有
料
広

告
を
募
集
。
10
月
初
旬
に
５
，
０
０

０
部
発
行
し
、
Ｊ
Ｒ
前
橋
駅
構
内
ヴ

ェ
ン
ト
ま
え
ば
し
や
市
有
施
設
な
ど

で
配
布
し
ま
す
。
詳
し
く
は
本
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

掲
載
ス
ペ
ー
ス
＝
マ
ッ
プ
の
下
段
部

分
に
カ
ラ
ー
で
、
縦
30
㍉
㍍
×
横
90

㍉
㍍
、
先
着
８
枠

対
象
＝
市
内
の
企
業
や
団
体
な
ど

費
用
＝
１
枠
１
万
円

申
７
月
19
日
㈮
ま
で
に
市
役
所
交
通

政
策
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６

２
３
８
）
へ
直
接

露
店
の
火
災
事
故
を
未
然
に
防
ぐ

　

夏
祭
り
や
納
涼
祭
で
露
店
を
出
店

す
る
際
は
、
火
災
事
故
の
発
生
防
止

の
た
め
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
❶
火
気
器
具
を
使
用
す

る
露
店
は
、
必
ず
消
火
器
を
設
置
❷

電
源
は
原
則
と
し
て
常
用
電
源
を
使

用
。
発
電
機
を
使
用
す
る
場
合
は
軽

油
用
発
電
機
を
。
や
む
を
得
ず
ガ
ソ

リ
ン
用
発
電
機
を
使
う
場
合
は
安
全

事
項
を
厳
守
す
る
❸
火
気
器
具
の
使

用
を
含
む
露
店
が
20
店
を
超
え
る
場

合
、
管
轄
の
消
防
署
に
事
前
に
、
露

店
の
開
設
届
出
書
を
提
出
す
る
。

問
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
７

無
料
の
検
診
で
胃
が
ん
チ
ェ
ッ
ク

　
大
胡
公
民
館
で
集
団
検
診
を
実
施
。

胃
が
ん
検
診
（
バ
リ
ウ
ム
）
の
み
事

前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

日
時
＝
８
月
21
日
㈬
・
22
日
㈭
、
９

時
〜
10
時
30
分

対
象
＝
本
年
度
検
診
対
象
者
（
40
歳

以
上
）
で
未
受
診
の
人
、
先
着
各
70
人

用
意
す
る
物
＝
受
診
シ
ー
ル

申
７
月
19
日
㈮
〜
検
診
前
日
ま
で
に

健
康
増
進
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
４
へ

無
料
集
団
検
診
で
健
康
チ
ェ
ッ
ク

　
下
表
の
と
お
り
集
団
検
診
を
実
施
。

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

対
象
＝
本
年
度
検
診
対
象
者
（
40
歳

以
上
）
で
未
受
診
の
人

用
意
す
る
物
＝
受
診
シ
ー
ル

問
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
４

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
４
９
７
０

　

健
康
相
談
と
原
稿
検
索
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ

さ
い
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
夏
の
皮
膚

病
そ
の
１
〈
火
曜
〉
夏
の
皮
膚
病
そ

の
２
〈
水
曜
〉
紫
外
線
対
策
に
有
効

な
食
べ
物
〈
木
曜
〉
冷
え
と
妊
娠
・

出
産
〈
金
曜
〉
腰
痛
へ
の
新
し
い
ア

プ
ロ
ー
チ
〈
土
日
曜
〉
マ
ダ
ニ
に
刺

さ
れ
た
ら

直
接
相
談
タ
イ
ム
（
歯
科
）
＝
歯
科

医
師
が
直
接
相
談
。
７
月
11
日
㈭
19

時
30
分
〜
21
時

７月の各種無料相談

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100
※相談は年度内に
１人１回

火曜13時〜16時（前週
の木曜14時〜月曜17時
までに電話で予約を。
先着９人まで）

市役所市民相談室

行政相談
☎027-898-6100

７月９日㈫
13時〜15時

かすかわ老人福祉
センター

７月11日㈭
13時〜15時 大胡支所

７月12日㈮
13時〜15時

上川淵市民サービス
センター

７月17日㈬
13時〜16時 市役所市民相談室

７月18日㈭
13時〜15時 宮城支所

７月26日㈮
13時〜15時

南橘市民サービス
センター

８月２日㈮
13時〜15時

東市民サービス
センター

８月７日㈬
13時〜15時 富士見公民館

※市民相談（☎027-898-6100）は８時30分〜17時15分、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子・父子相談（☎027-220-5701）、DV
相談（☎027-898-6524）、男女共同参画相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎
027-230-1755）は平日の９時〜17時。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の９時〜19時、土曜は９時〜17時。自殺予防「群馬
いのちの電話」（☎027-221-0783）は９時〜24時。

人
権
標
語

ふ
わ
ふ
わ
こ
と
ば
を
　
つ
か
う
と
ね

み
ん
な
の
え
が
お
が
　
あ
ふ
れ
る
よ

石
井
小
２
年

小
暮 

汰
知
さ
ん

健康手帳 在宅医療

　病院での入院ではなく住み慣れた自宅で医療を受ける
ことを在宅医療といいます。国もこの医療を推奨してい
て、実際に希望する人も増えています。
　家族が常に一緒にいてマイペースでの生活もできて、
ある程度病院と同じ水準の医療行為も受けられます。自
宅で最期を迎える在宅みとりも可能です。我々医療者は
医師だけではなくさまざまな職種の人々と協力して、初

めてこのサービスをうまく提供できます。ただし、家族
の協力は不可欠です。
　本人が希望しても実際は家族の身体的・精神的負担が
大きくなるということも少なくありません。自分自身や
家族が病気になったときに、どのような治療や環境を望
むか日頃から良く話し合っておくことが大切です。また、
かかりつけの先生に訪問診療や往診をしてもらえるかど
うか聞いておきましょう。前橋市には積極的な先生がた
くさんいます。 前橋市医師会　中村 和巳

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

司法書士・土地家屋調査士相談
☎027-898-6100

７月12日㈮
13時〜16時

市役所
市民相談室

公証相談
☎027-898-6100

７月８日㈪
13時〜15時

人権相談
☎027-898-6100

７月19日㈮
13時〜16時

行政書士相談
☎027-898-6100

８月５日㈪
13時〜16時

月いち健康相談
☎027-220-5708

７月29日㈪
９時〜11時 前橋保健センター

精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

７月10日㈬・24日㈬、
13時30分〜15時（各予約制）

市保健所
ひきこもりの若者の相談
☎027-220-5787

７月18日㈭
13時30分〜15時（要予約）

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜〜金曜、
13時〜16時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガル
語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜13時〜17時、
木曜９時〜13時

市役所
外国人相談窓口

事
業
者
向
け

健
　
康

集団検診　一覧

期日 時間 会場 健 胸 胃 大 前 肝 申込期日 申し込み先

８月21日㈬

９時〜
10時30分

上川淵市民サー
ビスセンター ● ● ● ● ●

７月26日㈮
まで

JA上川渕支所
☎027-265-0221

８月22日㈭ JA南部支所
（鶴光路町） ● ● ● ● ● ● JA南部支所

☎027-265-0956

８月29日㈭ 桂萱市民サービ
スセンター ● ● ● ● ●

７月８日㈪〜
８月５日㈪

JA桂萱支所
☎027-231-2285

８月30日㈮ 永明市民サービ
スセンター ● ● ● ● ● ● JA木瀬支所

☎027-261-0219
９月２日㈪ 上増田町公民館 ● ● ● ● ●
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